
 
奈

良

県

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

及

び

奈

良

県

立

教

育

研

究

所

管

理

運

営

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

( 
令

和

七

年

三

月

三

十

一

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

教

育

委

員

会

教

育

長 

大 

石 

健 

一 

奈
良
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号 

奈

良

県

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

及

び

奈

良

県

立

教

育

研

究

所

管

理

運

営

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則 

 

5

奈

良

県

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

の

一

部

改

正

6 

第
一
条 

奈

良

県

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

及

び

事

務

分

掌

規

則

5

平

成

二

十

年

三

月

奈

良

県

教

育

委

 

員

会

規

則

第

十

号

6

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

( 

 
 

第

三

条

の

表

総

務

課

の

項

中

E

秘

書

人

事

係

J

の

下

に

E

L

教

育

政

策

推

進

係

J

を

加

え

L

同

表

教

職

員

課

の

項

中

E

教

職

員

相

談

支

援

係

J

を

E

キ

Z

リ

ア

支

援

係

J

に

改

め

L

同

表

高

校

教

育

課

の

項

中

E

生

徒

指

導

係

J

を

E

教

育

情

報

化

推

進

係

J

に

改

め

L

同

表

義

務

教

育

課

の

項

中

E

教

育

統

計

係

L

小

中

生

徒

指

導

係

J

を

E

授

業

力

向

上

係

J

に

改

め

L

同

表

体

育

健

康

課

の

項

中

E

学

校

体

育

係

J

の

下

に

E

L

高

校

総

体

開

催

準

備

係

J

を

加

え

る

( 

第

四

条

総

務

課

の

項

第

六

号

中

E

L

給

与

J

を

削

り

L

同

項

中

第

十

三

号

を

第

十

七

号

と

し

L

第

十

二

号

の

次

に

次

の

四

号

を

加

え

る

( 

十

三 

教

育

に

関

す

る

調

査

に

関

す

る

こ

と

( 

十

四 

教

育

に

関

す

る

統

計

に

関

す

る

こ

と

( 

十

五 

教

育

振

興

大

綱

の

進

行

管

理

に

関

す

る

こ

と

( 

十

六 

教

育

に

関

す

る

事

務

の

点

検

及

び

評

価

に

関

す

る

こ

と

( 

第

四

条

福

利

課

の

項

第

一

号

中

E

5

教

職

員

課

及

び

体

育

健

康

課

の

所

管

に

属

す

る

こ

と

を

除

く

(

6

J

を

削

り

L

同

項

中

第

三

号

を

第

四

号

と

し

L

第

二

号

を

第

三

号

と

し

L

第

一

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

( 

二 

労

働

安

全

衛

生

に

関

す

る

こ

と

( 

第

四

条

教

職

員

課

の

項

第

一

号

中

E

L

給

与

J

を

削

り

L

同

項

中

第

九

号

を

削

り

L

第

八

号

を

第

九

号

と

し

L

第

二

号

か

ら

第

七

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

L

第

一

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

( 二 

職

員

の

給

与

に

関

す

る

こ

と

( 

第

四

条

高

校

教

育

課

の

項

第

三

号

中

E

L

キ

Z

リ

ア

教

育

及

び

生

徒

指

導

J

を

E

及

び

キ

Z

リ

ア



教

育

J

に

改

め

L

同

項

第

九

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

( 
九 
Ｉ

Ｃ

Ｔ

環

境

の

整

備

に

関

す

る

こ

と

( 
第

四

条

高

校

教

育

課

の

項

中

第

十

号

を

削

り

L

第

十

一

号

を

第

十

号

と

し

L

同

条

義

務

教

育

課

の

項

第

一

号

中

E

L

キ

Z

リ

ア

教

育

及

び

生

徒

指

導

J

を

E

及

び

キ

Z

リ

ア

教

育

J

に

改

め

L

同

項

中

第

七

号

か

ら

第

九

号

ま

で

を

削

り

L

第

十

号

を

第

七

号

と

し

L

同

条

体

育

健

康

課

の

項

中

第

五

号

を

第

六

号

と

し

L

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

( 

五 

高

校

総

体

開

催

準

備

に

関

す

る

こ

と

( 

5

奈

良

県

立

教

育

研

究

所

管

理

運

営

規

則

の

一

部

改

正

6 

第
二
条 

奈

良

県

立

教

育

研

究

所

管

理

運

営

規

則

5

平

成

五

年

三

月

奈

良

県

教

育

委

員

会

規

則

第

七

号

6

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E

教

育

企

画

部 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

教

育

情

報

化

推

進

部

J 

 
 

第

三

条

教

育

企

画

部

の

項

第

一

号

中

E

小

・

中

学

校

J

を

E

小

・

中

・

高

等

学

校

J

に

改

め

L

同

項

第

四

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

( 

 
 

四 

理

数

教

育

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

( 

 
 

第

三

条

教

育

企

画

部

の

項

中

第

九

号

を

第

十

号

と

し

L

第

五

号

か

ら

第

八

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

L

第

四

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

( 

 
 

五 

教

育

に

関

す

る

図

書

そ

の

他

資

料

の

収

集

L

保

存

L

刊

行

及

び

提

供

に

関

す

る

こ

と

( 

 
 

第

三

条

教

育

情

報

化

推

進

部

の

項

を

削

り

L

同

条

教

育

支

援

部

の

項

第

一

号

L

第

二

号

L

第

四

号

及

び

第

五

号

中

E

教

育

相

談

J

を

E

生

徒

指

導

及

び

教

育

相

談

J

に

改

め

る

( 

 
 

第

四

条

第

一

項

中

第

十

四

号

を

第

十

五

号

と

し

L

第

九

号

か

ら

第

十

三

号

ま

で

を

一

号

ず

つ

繰

り

下

げ

L

第

八

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

( 

 
 

九 

副

主

任 

 
 

第

五

条

第

八

項

中

E

副

主

幹

J

の

下

に

E

及

び

副

主

任

J

を

加

え

L

E

担

当

事

務

J

を

E

担

任

事

務

J

に

改

め

る

( 

 
 

第

五

条

の

三

第

二

項

中

E

担

当

事

務

J

を

E

担

任

事

務

J

に

改

め

る

( 

 
 
 

附 

則 

こ

の

規

則

は

L

令

和

七

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

( 

第

二

条

第

一

項

中 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を

E

教

育

企

画

部

J

に

改

め

る
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